
業務希望型指名競争入札実施要領 

 

 

本入札については、山崎郵便局局留郵便のみの入札とします。 

 

１ 入札に付する事項及び入札に参加する者に必要な事項等 

本入札に参加することができる者は、大山崎町の指名登録を受けた者のうち、(1)及び(2)

に掲げる条件をすべて満足していることについて、大山崎町長の入札参加の確認を受け、

指名された者とします。 

（１）入札に付する事項及び入札に参加する者に必要な事項等 

入 札 に 付 す る 事 項 

発注番号 ７入札第６１号 

件  名 小学校体育館空調設備整備実施設計業務 

場  所 大山崎町字円明寺 地内 

委託概要 空調設備設置設計 

期  間 契約締結日の翌日から令和８年７月３１日まで 

設計図書販売期間 令和８年１月２８日（水）午前９時から午後５時まで 

入札郵送締切日 令和８年２月１０日（火）山崎郵便局必着 

入札立会人公表 令和８年２月１３日（金） 

入札開札日時 令和８年２月１９日（木） １０時３０分から 

 

 

 



（２）入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札参加資格者は、次に掲げる要件をすべて満たす単独業者であることとします。 

ア 大山崎町が実施した令和７・８年度測量・建設コンサルタント業務等競争入札

等参加資格審査申請において、「建築関係建設コンサルタント業務」、 

『建築士事務所登録』に登録していること 

イ 京都府内に本店・支店または営業所があること。 

ウ 建築士法第２３条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を行っている 

こと。 

エ 配置予定技術者は、直接的かつ３ケ月以上の雇用関係があり、建築士法に 

よる一級建築士の免許を受けている者で、建築設計業務に５年以上の実務 

経験を有する者であること。 

オ 管理技術者及び照査技術者は、空調設備を含む実施計画及び実施設計に係る業

務の経験を有する者とする。 

カ 国または地方公共団体の発注で、平成２７年４月１日以降に完了した空調 

設備を含む実施設計の業務で、元請請負として契約の実績を有する者。 

キ 地方自治法施行令第 167 条の 11 第 1 項の規定に該当していないこと。 

ク 大山崎町の参加資格確認申請書（以下「資格確認申請書」という。）の提 

出期間の最終日から入札開札日までの期間に、大山崎町工事等契約に係る指名

停止等の措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。 

ケ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立または民事再生法に基づく再生 

手続開始の申立がなされていない者であること。ただし、更生手続開始の 

決定または再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合 

はこの限りでない。 

コ 大山崎町暴力団排除条例（平成 24 年大山崎町条例第 19 号）第２条の(１) 

から(４)までに該当しない者であること。 

 

２ 資格確認申請書及び設計図書の入手方法及び郵送方法 

（１）資格確認申請書等の入手方法 

   原則として、町ホームページの入札・契約項目等・発注情報及び入札参加申請書からダ

ウンロードしてください。 

（２）設計図書等の購入方法（有料配付します。価格は、購入時に示します。） 

   次の手順により申込を行った者に対し、配付します。 

ア 設計図書等購入申込書（入札参加申請書様式９）を資格確認申請書提出時に同封して 

ください。 

イ 設計図書等の配付方法は、大山崎町総務課管財係において配付します。 

    配付内容は、設計図書、郵便入札用封筒（入札書在中封筒）、入札書及び入札書のみ



封筒等とします。 

（３）配付された設計図書等については、本業務の見積の用に供するのみとし、取り扱いに注

意し、他の目的に使用しないでください。 

 

 

３ 入札参加資格の確認 

  入札に参加を希望する者は、資格確認申請書（町ホームページからダウンロード）及び業

務希望型指名競争入札参加資格確認資料（以下「資格確認資料」という。）を提出し、入札

参加資格の確認を受ける必要があります。 

  また、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じる必要

があります。 

（１）提出方法 

入札に参加を希望する者は、それぞれ必要書類（資格確認申請書・資格確認資料・設計

図書等購入申込書）を入れ封緘した封筒に「入札参加申請書類在中」と記載し、期日（当

日消印有効）までに郵送してください。（定形外封筒を用い配達記録が残る方法を利用す

るものに限る。） 

・郵送先 〒６１８－８５０１ 大山崎町字円明寺小字夏目３番地 

大山崎町 総務課 管財係 

（２）確認通知 

   入札参加資格の確認については、別途通知します。 

（３）その他 

  ア 資格確認申請書及び資格確認資料の作成等に要する費用は、申請者の負担とし、提出

された書類は返却しません。 

  イ 提出書類はＡ４版で作成し、１部提出してください。 

  ウ 提出された書類は、本町において無断使用することありません。 

  エ 虚偽の記載をした者は、当該業務等の入札への参加を認めないとともに、町の指名停

止措置を行うことがあります。 

 

４ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

（１）業務希望型指名競争入札参加申請書（様式１） 

（２）保有する技術職員の状況（様式２） 

（３）業務希望型指名競争入札技術資料（様式３） 

    同種又は類似の業務の実績を少なくとも 1 件記載してください。 

（４）配置予定の技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務（様式４） 

配置予定の技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務について記載してください。 

また、配置予定技術者の資格要件を証明するものの写し及び自社と雇用関係にある技



術者であることを証明するものの写しを提出してください。 

（５）入札参加資格確認通知書（様式５） 

   入札参加資格の確認については、別途通知します。 

（６）設計図書等購入申込書（様式９） 

（７）業務希望型指名競争入札参加申請チェックリスト(郵送前に確認しﾁｪｯｸを入れて同封のこと) 

 

５ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

 入札参加資格がないと通知された方は、町に対して入札参加資格がないと認めた理由につ

いての説明を求めることができます。この説明を求める場合は、当該通知書による通知を受

けた翌日から起算して 5 日（大山崎町の休日を定める条例（平成 2 年 12 月 26 日条例第８

号）第 2 条に規定する町の休日を含まない。）以内に、書面により大山崎町総務課へその旨

を記載した書面を提出してください。 

 

６ 設計図書に関する質問回答 

（１）質問については、別記様式（質疑回答集様式「町ホームページからダウンロードできる。」） 

に記入し、期限までにＥメールまたはＦＡＸで提出してください。 

Ｅメールアドレス：kanzai@town.oyamazaki.lg.jp 

         ＦＡＸ：０７５－９５７－１１０１ 

（２）質疑・回答 

ア 質疑締切日 令和８年１月３０日（金）正午まで 

イ 提 出 方 法  E メールまたは事前連絡のうえ、FAX にて提出してください。質疑

の様式については、本町ホームページより印刷しご利用ください。 

ウ 回 答 方 法 回答は、令和８年２月４日（水）に各社あてＦＡＸにて行います。 

 

７ 入札手続等 

（１）入札の方法 

           入札書及び価格内訳書（様式６）を入れ封緘した「入札書在中封筒」を期日までに山崎

郵便局への局留郵便で郵送してください。〔配達記録が残る方法を利用するものに限

る。〕 

・郵送内容 郵便入札専用封筒（入札書在中封筒）に、入札書のみ封筒と価格内訳書

を封入してください。 

郵送期限 令和８年２月１０日（火）【必着】 

（２）入札書に記載する金額 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額に消費税相当額を加算した

金額（１円未満の端数は切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするため、入札

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見
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積もった契約希望金額の消費税相当額を除いた金額を入札書に記載してください。なお、

入札書に記入する金額は円止めとします。 

（３）価格内訳書 

  ア 入札書の提出に併せ、価格内訳書を提出してください。 

  イ 入札書に記載する金額は、価格内訳書価格（消費税相当額を除く合計金額）に対応す

るようにしてください。 

（４）入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とし、失格扱いとします。 

  ア １（２）に掲げる資格のない者の行った入札 

  イ 確認申請書又は資格確認資料を提出しなかった者の行った入札 

  ウ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

  エ 代表者等が変更になっているにもかかわらず、指名競争入札等参加資格審査申請書記 

載事項変更届けをしなかった者の行った入札 

  オ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者またはその疑い 

のある者の行った入札 

  カ 入札参加資格確認後、指名停止措置を受けて、入札時点において指名停止期間中であ

る者等、入札時点において入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札 

  キ 開札の日時において有効な内訳書を提出できていない者の行った入札 

  ク 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱または金額を訂正した者の行った入札 

  ケ 予定価格を上回る価格での入札 

（５）入札の辞退 

    入札に参加できない事情がある場合には、辞退届けを封筒に入れ封緘し、「入札辞退届

出書在中」と封筒に記載し、山崎郵便局への局留郵便（書留・簡易書留）で入札書等の

郵送期限までに必着するように郵送してください。〔配達記録が残る方法を利用するも

のに限る。〕なお、正当な理由なく入札を辞退した場合は町の指名停止措置を行うこと

があります。 

 （６）契約の手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨 

 （７）契約書作成の要否 

    要します。 

 （８）立会人の選出方法 

    入札（開札）は、入札日時に、入札参加資格があると確認されたものの中から立会人を 

選出し、立会人参加のもとで行います。 

立会人は、入札書在中封筒の到着日順（同日の場合は、五十音順）に番号を付し、入札

参加者数に応じた、下記に定める番号の者を３人選出し、入札日までに入札参加資格者

名簿等をホームページで公表し、立会人と明記します。立会人に選出された入札参加申



請者は、当該公表内容を確認して入札（開札）に参加してください。（印鑑を持参して

ください。）なお、代表者でなく、代理人が出席する場合は、「立会人委任状」の提出が

必要です。委任状がない場合は入札に参加できません。 

また、立会人が入札日に欠席した場合は、該当者の入札は「失格」とし、「不誠実な行為」 

として１ヶ月の指名停止措置とします。 

 

【立会人の選出方法】 

入札参加者数  申請書に付された番号 

３人    １． ２． ３． 

４人以上１０人以下  ２． ３． ４． 

１１人以上２０人以下  ５． ６． ７． 

２１人以上   ８． ９．１０． 

 

（９）落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。さらに、

最低価格が同額で複数となった場合は、地方自治法施行令第１６７条の９の規定により、

くじ引きを行い、落札者を決定します。 

また、入札参加者または参加資格審査後の入札参加者が、１名でも原則として入札を執

行します。ただし、再度入札は執行しません。 

 

８ 入札保証金 

    免除します。 

  

９ 違約金 

    落札者が契約を締結しないときは、落札金額の１００分の５相当額の違約金を徴収します。 

    また、「不誠実な行為」として３ヶ月の指名停止措置とします。 

 

１０ 予定価格の公表 

本入札においては、予定価格を事前公表するものとします。 

予 定 価 格  金１０，８４２，７００円 

最低制限価格  設 け て お り ま せ ん。 

「予定価格」は、消費税及び地方消費税の額を含む金額である。 

 

１１ 契約保証金 

    落札者は、契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証金を契約締結と同時に納入し

なければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関又



は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）

第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代え

ることができる。 

 

１２ 現地説明 

   現地説明は行いません。 

１３ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書

等の配布期間 

１月１５日（木）から 

１月２２日（木）まで 
町ホームページ 

入札参加資格確認申請書

等の受付・〆切 

１月１６日（金）から 

１月２２日（木）まで（当日消印有効） 
郵送 

入札参加資格確認通知書 １月２７日（火） 各社あてＦＡＸ 

設計図書販売期間 
１月２８日（水） 

午前９時から午後５時まで 
管財係で 

質問の受付 
１月２８日（水）から 

１月３０日（金）正午まで 
ＦＡＸまたはＥメール 

質問に対する回答 ２月４日（水） 各社あてＦＡＸ 

入札書受付 
２月４日（水） 

２月１０日（火）まで郵便局必着 
山崎郵便局へ郵送 

入札開札立会人公表 ２月１３日（金） 町ホームページ 

開札日時 
２月１９日（木） 

１０時３０分から 
役場３階中会議室 

開札結果公表 ２月２４日（火） 町ホームページ 

 

１４ 支払条件 

（１）前金払 

   町契約規則並びに町公共工事の前金払に関する取扱要綱によるものとする。 

（２）部分払 

   無 

 

１５ 落札決定通知書 

（１）落札者が決定したときは入札終了後、落札決定通知書に必要事項を記載し落札者に通知



します。 

（２）落札決定通知書に指定する契約書の提出年月日は、その通知書が落札者に届く予定日か 

ら５日以内とします。 

（３）落札決定通知書の指定期日までに契約書を提出しなかったときは、その効力を失います。

ただし、その指定日までに契約書を提出することのできない相当の事由がある場合にお

いて、あらかじめ町長等の承認を得たときは、その指定期日経過後 3 日を限度として、

期間の延長を認めることができます。 

 

１６ その他 

 （１）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、入札心得を遵守して

ください。 

 （２）資格確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした場合は、町の指名停止措置を行う

ことがあります。 

 （３）無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。 

 （４）入札後、契約を締結するまでに本町の工事等契約に係る指名停止等に該当する行為を行

ったときは、当該落札決定を取り消すことがあります。 

 （５）予定価格以下で入札することができない場合は、入札を辞退してください。 

    なお、入札に参加した者が予定価格を上回る価格で入札した場合、失格とします。 

（６）落札者決定後、入札の過程（入札者名･入札価格等）を本町ホームページにおいて公表

いたします。 

（７）郵便入札に伴う諸様式は、本町ホームページよりダウンロードしてください。 

（８）入札参加者名の公表は、談合抑止のため入札郵便締切後に行います。 


